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農業委員 農地利用最適化推進委員

区域 定数の内訳 農業委員会が定めた区域（定数）

多久市全域 １2人

東多久町（ 2 人） 南多久町（ 2 人）

多 久 町（ 2 人） 西多久町（ 2 人）

北多久町（ 2 人） 計１0人

資

格

　農業に関する識見があり、農地等の利用の最
適化の推進に関する事項その他の農業委員会の
所掌に属する事項に関しその職務を適切に行う
事が出来る人。

　農地の利用の最適化の推進に熱意と識見があ
る人。

主
な
業
務
内
容

　農業委員会での許認可、意見の決定、農地等
利用の最適化の推進に関する指針の作成、農地
利用集積計画の決定、耕作放棄地対策に関する
方針の決定などを担う。

○ 担当地域における、農地の利用集積、耕作放
棄地の発生防止・解消、新規参入の促進など
の現場活動を行う。

○ また、必要に応じて委員会に出席し、意見を
述べる。

　農業委員の構成には、下記の要件が付されています。
　① 過半数を認定農業者（認定農業者に準ずる者を含む）とし、利害関係者以外の登用が必要に

なります。
　②年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう、青年・女性の登用促進が求められています。

　　認定農業者に準ずる者とは、
　　　⑴認定農業者ＯＢ　　⑵認定農業者の農業に従事・経営参画する親族
　　　⑶認定新規就農者　　⑷集落営農組織の役員　など
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薦
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。

■
推
薦
・
応
募
受
付
期
間

　
１
月
５
日
㈭
～
２
月
３
日
㈮

　
※
締
切
日
必
着

■
定
数
、
推
薦
・
募
集
方
法

　
◆
農
業
委
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１2
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農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
１0
人

　
① 

市
内
の
農
業
者
、
そ
の
他
関
係
者

か
ら
の
推
薦
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農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
か
ら
の

推
薦

　
③
一
般
募
集

■
資
格

　
○
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
人

　
○ 

推
薦
・
応
募
す
る
日
に
満
20
歳
に

到
達
し
た
人
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多
久
市
暴
力
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排
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例
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す
る
暴
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７
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７
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３
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■
推
薦
・
応
募
方
法

　
 　

推
薦
・
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
載
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出

く
だ
さ
い
。
な
お
、
提
出
さ
れ
た
推

薦
・
応
募
書
類
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返
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き
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ん

の
で
、
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承
く
だ
さ
い
。
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農
業
委
員

会
事
務
局
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
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▶︎問い合わせ　農業委員会事務局　☎75−48３１

82017.1　TAKU


